
  

・都市計画法に定める区域とは・・・ 

  都市計画法では、健全で文化的な都市生活と機能的な都市機能を確保するために、 

土地利用に関して制限をして以下のような区域を定めています。 

 

都市計画法第７条 
市街化区域 

市街化調整区域 

都市計画法第８条 

用途地域 

第一種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域  など 

都市計画法第１１条 

都市施設 

都市計画道路 

都市計画公園  など 

 

・申請の方法 

 申請には以下の書類が必要となります。 

書類名 記載事項 摘  要 

①申請書 裏面参照 都市計画課、長野市ホームページにあります 

②位置図 申請地 都市計画基本図（縮尺 1／2500）に明示 

※上記書類以外に公図などの書類を求める場合があります。 

 

・申請書類の提出 

 申請書類の提出は２部です。（申請者保有分１部、市保有分１部） 

 ※都市計画図１枚につき証明１通となります。 

 

・申請手数料 

 証明１件につき 300円です。１筆増えるごとに 50 円加算します。 

 

・問い合わせ先 

 長野市役所都市整備部都市計画課 （第２庁舎５階） 

Tel ０２６（２２４）５０５０ 

Fax ０２６（２２４）５１１１ 

都市計画法に定める区域証明の手引き 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■都第３号の 

 上記のとおり都市計画決定と相違ないことを証明します。 

 

 令和○○年△△月□□日 

 

        長野市長 

 

〈注意点など〉 

 ・都市計画基本図に所在地の地番を記入してください。（位置図記入例参照） 

 ・記入例の申請手数料は、証明１通×300円＋筆増し２筆×50円＝400 円 

  となります。 

 

都市計画法に定める区域の証明請求書 

 

令和○○年△△月□□日 

請求先 長 野 市 長 

住所  長野市大字鶴賀緑町１６１３番地   □ 

 

氏名   長 野 太 郎           □ 

 

電話   ２２６－４９１１         □ 

 

 別途添付の図面に表示した部分の土地が 
都市計画法第 ７ 条に定める      市街化区域      であることの証明を請求します。 
 

記 

 

 １ 所在地  長野市 大字鶴賀緑町    

 

             地番  １６１３－１番地                     

 

        長野市 大字鶴賀緑町    

 

             地番  １６１３－２番地、１６１３－３番地            

別添都市計画基本図（Ｓ＝1／2,500）に記入の位置□ 

 

 ２ 目 的    ●●●●●●●●●のため                    

記入例 
枠内の下線部分を記入する。 



 

 

位置図記入例 
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